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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体を５６０℃以上の温度に加熱して、シリコンを含む成膜ガスを用い、被処理体
の上にアモルファスシリコン膜を形成する成膜工程と、
　次いで、この成膜工程時の温度よりも高く且つ６８０℃以下の温度に前記被処理体を加
熱することにより、前記アモルファスシリコン膜をポリ化して第１のポリシリコン膜を形
成するポリ化工程と、
　続いて、前記被処理体を、シリコンがポリ化する温度以上の温度に加熱して、シリコン
を含む成膜ガスを用い、前記第１のポリシリコン膜の上にさらに第２のポリシリコン膜を
形成する工程と、
　しかる後、前記第１のポリシリコン膜及び前記第２のポリシリコン膜に導電性不純物元
素を注入する工程と、を含むことを特徴とする成膜方法。
【請求項２】
　前記ポリ化工程は、不活性ガス雰囲気又は水素雰囲気で行うことを特徴とする請求項１
記載の成膜方法。
【請求項３】
　前記被処理体はゲート絶縁膜が形成されたものであり、前記成膜工程、ポリ化工程及び
前記第２のポリシリコン膜を形成する工程を行うことにより、このゲート絶縁膜の上にポ
リシリコン膜を成膜することを特徴とする請求項１記載の成膜方法。
【請求項４】
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　前記導電性不純物元素を注入する工程は、ゲート電極を形成する工程であることを特徴
とする請求項３に記載の成膜方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばゲート絶縁膜上にゲート電極としてポリシリコン膜を形成する際に好
適な成膜方法及び成膜装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＯＳＦＥＴトランジスタでは、ソース領域とドレイン領域との間のゲート絶縁膜上に
ゲート電極が形成され、このゲート電極により、ソースードレイン領域間に流れる電流が
制御される。前記ゲート電極としてはポリシリコン膜（多結晶シリコン膜）が広く用いら
れており、従来から化学気相成長法（ＣＶＤ）を用いて、モノシラン（ＳｉＨ4）ガス等
をポリ化（多結晶化）する温度雰囲気下で熱分解することにより、ゲート絶縁膜上に微結
晶粒子（グレイン）の集まりよりなるポリシリコン膜を成膜していた。そして成膜時の温
度、圧力、ガス種、流量を調節することにより、前記微結晶粒子のグレインサイズの調整
を行っていた。
【０００３】
　ここでこのゲート電極は、ソースードレイン領域と同一の導電型にドーピングされてお
り、ｐチャネルＭＯＳＦＥＴトランジスタの場合には、ｎ型シリコン基板上にｐ型のソー
スードレイン領域と、ｐ型のゲート電極とが形成され、このためにポリシリコン膜にｐ型
不純物であるボロン（Ｂ）が添加されている。
【０００４】
　このボロンの添加はイオン注入法により行われ、注入種であるボロンなどをイオン化し
、これを電界加速した後、磁界を用いた質量分析器で注入種と荷電種を選択し、さらに電
界加速して打ち込むことにより行われている。この際、注入エネルギーによってボロンの
ポリシリコン膜の厚さ方向の打ち込み深さが制御される。
【０００５】
　ところで近年のデバイスの薄膜化に伴い、ゲート電極であるポリシリコン膜も０．１μ
ｍ程度の厚さに薄くなってきている。このため従来の手法で成膜されたポリシリコン膜で
は、ボロンの添加を行うと、ボロンがポリシリコン膜を突き抜け、ポリシリコン膜の下層
側のゲート絶縁膜や、ソースードレイン領域に到達し、電気的特性の悪化を招いていた。
一方ボロン添加の際のイオン注入エネルギーを小さくすると、膜表面で跳ね返ってしまい
、結果としてポリシリコン膜へのボロン添加ができなくなってしまうので、前記注入エネ
ルギーをある程度以下にはできないという事情がある。
【０００６】
　このようにポリシリコン膜にてボロンの突き抜け現象が発生する理由としては、例えば
ポリシリコン膜の成膜時、シランガス等をポリ化する温度例えば６２０℃で熱分解すると
、図９に示すように、ポリシリコン膜９１はゲート絶縁膜９２側から結晶成長していくの
で、成膜初期時に、錘状に結晶が成長する核９３が発生しやすく、これによりゲート絶縁
膜９２側に錘状結晶９４が生成しやすい傾向がある。このように錘状結晶であると、図１
０に示すように、結晶がポリシリコン膜の厚さ方向に伸びているので、ボロンを添加する
と、水平方向の結晶粒界が少なく、ボロンが主に結晶同士の間を通過して突き抜けてしま
うためと考えられる。またポリシリコン膜の形成の際、錘状結晶上部に球状結晶が生成さ
れたとしてもほとんどボロン突き抜け耐性を上げることはできないと推察される。ここで
ボロンの突き抜け防止の技術として、特許文献１の技術が提案されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－６８６６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　この特許文献１の技術は、図１１に示すように、薄いアモルファス半導体層９５を成膜
する第１の工程と、このアモルファス半導体層９５を熱処理して、多結晶半導体層９６に
変換する第２の工程と、この多結晶半導体層９６上に第２の多結晶半導体層９７を堆積す
る第３の工程との３段階からなり、第１の工程で薄いアモルファス半導体層９５を成膜し
、第２の工程でこのアモルファス半導体層９５をポリ化し、第３の工程でさらに多結晶半
導体層９６を成長させるものである。
【０００９】
　ところで本発明者らは、成膜工程時の温度とアモルファスシリコン膜の結晶構造との間
には相関関係があり、後述するように成膜工程時の温度が５６０℃以上６００℃以下の場
合には、アモルファスシリコン膜が多数の核が散在した状態で形成できることを見出して
いる。
【００１０】
　ここで特許文献１の前記第１の工程では、段落００２３に記載されているように５３０
℃で薄いアモルファスシリコン膜を成膜しているので、アモルファス半導体層９５は核が
散在しない状態で形成されると推察される。このためこの技術では、薄いアモルファス半
導体層９５の表面が荒れた状態になっていて、第２の工程ではこの荒れた表面から核が成
長してそのまま柱状に伸びていき、ポリ化が行われると考えられる。従ってこの特許文献
１においても、多結晶半導体層９６、９７では柱状結晶が形成されると推察される。
【００１１】
　またこの文献１では、例えばグレインサイズが２５ｎｍ以下の多結晶半導体層９７を形
成することを目的としており、グレインサイズの測定を行っているが、グレイン観察は膜
の上から見ているので、ここでいうグレインサイズは微結晶粒子の上面サイズをいい、こ
のことからも結晶は柱状であると考えられる。従ってこの文献で形成された多結晶半導体
層９６、９７においても、ボロンの添加工程では、ボロンの突き抜けが発生すると考えら
れる。
【００１２】
　本発明は、このような事情の下になされたものであり、その目的は、被処理体にポリシ
リコン膜を形成するに際し、後の工程で導電性不純物元素を添加するときの、当該導電性
不純物元素のポリシリコン膜の厚さ方向への突き抜けを防止することができる成膜方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の成膜方法は、被処理体を５６０℃以上の温度に加熱して、シリコンを含む成膜
ガスを用い、被処理体の上にアモルファスシリコン膜を形成する成膜工程と、
　次いで、この成膜工程時の温度よりも高く且つ６８０℃以下の温度に前記被処理体を加
熱することにより、前記アモルファスシリコン膜をポリ化して第１のポリシリコン膜を形
成するポリ化工程と、
　続いて、前記被処理体を、シリコンがポリ化する温度以上の温度に加熱して、シリコン
を含む成膜ガスを用い、前記第１のポリシリコン膜の上にさらに第２のポリシリコン膜を
形成する工程と、
　しかる後、前記第１のポリシリコン膜及び前記第２のポリシリコン膜に導電性不純物元
素を注入する工程と、を含むことを特徴とする。ここで前記ポリ化工程は、不活性ガス雰
囲気又は水素雰囲気で行うようにしてもよい。
【００１６】
　ここで前記被処理体は、ゲート絶縁膜が形成されたものであり、前記成膜工程、ポリ化
工程及び前記第２のポリシリコン膜を形成する工程を行うことにより、このゲート絶縁膜
の上にポリシリコン膜が成膜され、前記導電性不純物元素を注入する工程は、ゲート電極
を形成する工程である。
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明によれば、被処理体にポリシリコン膜を形成するに際し、被処理体を５６０℃以
上アモルファス層が得られる温度以下の温度に加熱してアモルファスシリコン膜を形成し
、次いで前記被処理体を成膜時の温度よりも高く且つ６８０℃以下の温度に加熱すること
により、前記アモルファスシリコン膜をポリ化してポリシリコン膜を形成しているので、
ポリシリコン膜は球状結晶の集合体または、球状結晶と錘状結晶の混合体により形成され
る。このようなポリシリコン膜は微結晶粒子の粒界が種々の方向を向いて形成されるので
、後の工程で当該ポリシリコン膜へ導電性不純物元素を添加したときに、この不純物元素
が前記粒界でトラップされ、当該不純物元素のポリシリコン膜の厚さ方向への突き抜けを
防止することができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　先ず本発明に係る成膜装置の実施の形態について説明する。図１は、成膜装置であるバ
ッチ式の減圧ＣＶＤ装置であり、図１中２は、例えば石英により縦型の円筒状に形成され
た反応容器である。この反応容器２の下端は、炉口として開口され、その開口部２１の周
縁部にはフランジ２２が一体に形成されている。前記反応容器２の下方には、フランジ２
２の下面に当接して開口部２１を気密に閉塞する、例えば石英製の蓋体２３が図示しない
ボートエレベータにより上下方向に開閉可能に設けられている。蓋体２３の中央部には、
回転軸２４が貫通して設けられ、その上端部には、被処理体保持具であるウエハボート２
５が搭載されている。
【００１９】
　このウエハボート２５は、３本以上例えば４本の支柱２６を備えており、複数枚例えば
１２５枚の被処理体である半導体ウエハ（以下「ウエハ」という）Ｗを棚状に保持できる
ように、前記支柱２６に溝（スロット）が形成されている。但し、１２５枚のウエハＷの
保持領域の内、上下両端部については複数枚のダミーウエハが保持され、その間の領域に
製品ウエハが保持されることになる。前記回転軸２４の下部には、当該回転軸２４を回転
させる駆動部をなすモータＭが設けられており、従ってウエハボート２５はモータＭによ
り回転することになる。また蓋体２３の上には前記回転軸２４を囲むように保温ユニット
２７が設けられている。
【００２０】
　前記反応容器２の下部のフランジ２２には、反応容器１内のウエハＷにガスを供給する
ためのＬ字型のインジェクタ３１が挿入して設けられている。インジェクタ３１の基端側
には、ガス供給路であるガス供給管３２が接続されており、ガス供給管３２の他端側は、
夫々バルブＶ１，Ｖ２，Ｖ３を介して成膜ガス供給源３３、不活性ガス例えば窒素（Ｎ2
）ガスの供給源３４、水素（Ｈ2）ガスの供給源３５に接続され、前記ガス供給管３２、
インジェクタ３１を介して反応容器２の中に成膜に必要なガスを供給できるようになって
いる。ここでガス供給管３２、成膜ガス供給源３３、不活性ガスの供給源３４、水素ガス
の供給源３５、バルブＶ１，Ｖ２，Ｖ３によりガス供給部３が構成されている。
【００２１】
　前記成膜ガスとしては、シリコン（Ｓｉ）と水素とを含むガス、例えばモノシラン（Ｓ
ｉＨ4）ガス、ジシラン（Ｓｉ2Ｈ6）ガス、ジクロロシラン（ＳｉＨ2Ｃｌ2）ガス、テト
ラクロロシラン（ＳｉＣｌ4）ガス、ヘキサクロロシラン（ＳｉＨ2Ｃｌ6）ガス、ヘキサ
エチルアミノジシランガス、ヘキサメチルジシラザンガス、ジシリルアミンガス、トリシ
リルアミンガス、ビスターシャルブチルアミノシランガスなどを用いることができる。
【００２２】
　また反応容器２の上方には、反応容器内を排気するための排気口４が形成されている。
この排気口４には、反応容器内を所望の真空度に減圧排気可能な真空排気手段をなす真空
ポンプ４１及び圧力調整部４２を備えた排気管４３が接続されている。反応容器２の周囲
には、反応容器２内を加熱するための加熱手段であるヒータ４４を備えた加熱炉４５が設
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けられている。前記ヒータ４４としては、コンタミネーションがなく昇降温特性が優れた
カーボンワイヤー等を用いることが好ましい。
【００２３】
　さらにこの減圧ＣＶＤ装置は、コンピュータからなる制御部５を備えている。この制御
部５は、処理プログラムを起動し、図示しないメモリ内のプロセスレシピの記載事項を読
み出して、そのレシピに基づいて処理条件を制御する機能を有し、ヒータ４４、圧力調整
部４２及びガス供給部３を夫々制御するための制御信号を出力する。
【００２４】
　次に上述の減圧ＣＶＤ装置を用いて実施する成膜方法の一例について図２を用いて説明
する。先ず被処理体である半導体ウエハＷ、例えば図３に示すように、ｎ型シリコン基板
６１上にゲート絶縁膜をなすシリコン酸化膜（ＳｉＯ2）６２が形成されたウエハＷを所
定枚数ウエハボート２５に保持させて、例えば温度が１００℃程度に維持された反応容器
２内に、図示しないボートエレベータを上昇させることにより搬入（ロード）する。
【００２５】
　ウエハボート２５が搬入されて反応容器２の下端開口部２１が蓋体２３により塞がれた
後、反応容器２内の温度を例えば２００℃／分の昇温速度で、５５０℃以上でアモルファ
ス層が得られる温度を越えない温度例えば５８０℃まで昇温させると共に、反応容器２内
を排気口４を通じて真空ポンプ４１により所定の真空度に真空排気する。ここで前記アモ
ルファス層が得られる温度とは、それよりも高くするとポリシリコン膜になってしまう温
度であり例えば６００℃以下の温度である。
【００２６】
　そして反応容器２内の温度を例えば５８０℃に安定させた後、成膜ガス供給源３３から
例えばモノシランガスを所定の流量例えば１８０～４０００ｓｃｃｍで反応容器２内に供
給し、更に圧力調整部４２により反応容器２内を例えば１３．３～４０Ｐａ（０．１～０
．３Ｔｏｒｒ）の減圧雰囲気に調整して成膜工程を１０分程度行う。
【００２７】
　反応容器２内では、モノシランガスが熱分解して、シリコンと水素とを含むアモルファ
スシリコン膜がウエハＷのゲート絶縁膜６２の表面に成膜される。ここでこの成膜工程は
、後述するように５５０℃以上の温度で実施することが必要であり、特に５６０℃以上の
温度で行うことが好ましい。なお、この工程における上限温度はアモルファス層が得られ
る温度であり、マージンを考慮すると現実的には６００℃であると考えられる。
【００２８】
　次いで成膜ガスの供給を停止し、窒素ガスの供給を開始して、反応容器２内の残存ガス
を排気するために窒素ガスによるパージを行う。続いて窒素ガスを供給した状態で水素ガ
スの供給を開始して、反応容器２内の温度をアモルファスシリコン膜がポリ化する温度以
上の温度例えば６２０℃まで、例えば５０℃／分の昇温速度で昇温させ、次いで窒素ガス
の供給を停止する一方水素ガスは供給して、圧力調整部４２により反応容器２内の圧力を
例えば２６６０～２６６００Ｐａ（２０～２００Ｔｏｒｒ）の減圧雰囲気に調整する。
【００２９】
　次いで水素ガスを供給した状態で、所定時間例えば１０分程度、アモルファスシリコン
膜が形成されたウエハＷに対して熱処理（アニール）を行い、これによりポリ化工程を実
例する。これにより成膜工程にて形成されたアモルファスシリコン膜がポリ化して、ポリ
シリコン膜が形成される。
【００３０】
　これら一連の工程を行っている間、ウエハボート２５はモータＭにより回転している。
こうしてゲート絶縁膜６２上に所定の厚さ例えば１５０ｎｍでポリシリコン膜を形成した
後、反応容器２内への水素ガスの供給を停止し、窒素ガスの供給を開始してパージを行い
、反応容器２内の圧力を大気圧に戻すと共に、反応容器２内の温度を例えば３００～６０
０℃の設定された温度まで下降させ、ウエハボート２５を反応容器２から搬出（アンロー
ド）する。
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【００３１】
　そして搬出されたウエハＷは、その後、ポリシリコン膜にボロンなどの導電型不純物元
素が例えばイオン注入により添加された後、フォトリソグラフィとエッチングによりゲー
ト電極６３が形成され、さらにシリコン基板６１に導電性不純物元素が打ち込まれて不純
物拡散層が形成される。しかる後、これら不純物拡散層の上にソース電極６４及びドレイ
ン電極６５を形成し、半導体装置であるＭＯＳＦＥＴトランジスタが製造される。
【００３２】
　このような手法で形成されたポリシリコン膜は、膜が細粒化され、微結晶粒子が球状で
あるので、後の工程にて不純物元素例えばボロンを添加する際、粒子間の境界でボロンが
トラップされ、ボロンの突き抜けを抑えることができる。このためゲート電極６３が膜厚
が例えば０．１μｍ程度に薄膜化しても、不純物元素の突き抜けを抑えて、確実に不純物
元素を添加できる。これにより例えば不純物元素がポリシリコン膜６３を突き抜けて下層
側のゲート絶縁膜６２やソース電極６４、ドレイン電極６５に添加されてしまい、電気的
特性が悪化する状態の発生を抑えることができる。
【００３３】
　このように球状の微結晶粒子より構成されたポリシリコン膜を形成できるのは次のよう
な理由による。即ち５８０℃の温度で成膜工程を行っているので、例えば図４に示すよう
に、アモルファスシリコン膜７１が、多数の核７２が散在した状態で生成される。そして
この工程により、アモルファスシリコン膜７１中に結晶となる核７２を散在させ、その後
成膜工程よりも高いアモルファスシリコン膜７１のポリ化が行われる温度でポリ化工程を
行うと、成膜工程にて形成された核７２が加熱処理により当該核７２を中心に再結晶化し
て成長し、これにより微結晶粒子が球状結晶７３に成長し、細粒化が可能になると推察さ
れる。なお球状結晶とは、真球に近い形状のみを意味するものではなく、既述の錘状結晶
と比較するための用語であって、アモルファスシリコン膜中の核がある程度三次元的に同
程度成長したものであれば、球形から崩れた形状のものも含まれる。
【００３４】
　このように微結晶粒子が球状結晶であると、粒界が種々の方向でランダムに多数形成さ
れ、この粒界はダングリングボンドが多いので、例えば後の工程でボロン等の導電性不純
物元素の活性粒子をポリシリコン膜７３に添加した場合、前記無結合状態の界面がボロン
等の移動、拡散に対して障壁となるので、ボロン等が前記粒界にトラップされ、図５に示
すように、ポリシリコン膜の厚さ方向へのボロン等の突き抜けが抑えられると推察される
。
【００３５】
　このため本発明では、球状結晶を含むポリシリコン膜を形成するためには、先ず第１段
階でアモルファスシリコン膜を成膜し、次いで第２段階でアモルファスシリコン膜のポリ
化を行うことが必要であり、このため後述する実施例からも明らかなように、第１段階で
は５５０℃以上であってアモルファスシリコン膜が形成できる温度以下の温度、好ましく
は５６０℃以上６００℃以下の温度で成膜工程を行い、次いで第２段階ではアモルファス
シリコン膜のポリ化を行う温度以上の温度例えば６２０℃以上で加熱処理を行っている。
【００３６】
　ここで後述の実施例より明らかなように、アモルファスシリコン膜の結晶状態と成膜工
程の温度との間には相関関係があり、本発明者らはアモルファスシリコン膜の成膜工程の
温度は５５０℃以上の温度で行うことが必要であると考えている。この際後述の実施例に
より明らかなように、アモルファスシリコン膜を多数の核が散在する状態で形成するため
には、５６０℃以上６００℃以下の温度で成膜工程を行うことが好ましいが、成膜温度が
５５０℃である場合にも、球状結晶と錘状結晶とが混在する状態でポリシリコン膜が形成
されるので、従来のように錘状結晶のポリシリコン膜よりも粒界が多く存在し、前記ボロ
ン等のポリシリコン膜の厚さ方向への突き抜けが抑えられる。
【００３７】
　なお成膜温度が５５０℃である場合には、成膜温度が５６０℃の場合よりもアモルファ
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スシリコン膜中に核が散在する程度は小さくなるものの、前記核は散在しており、ポリ化
工程では前記核やアモルファスシリコン膜表面を起点として結晶が成長するので、これに
より球状結晶と錘状結晶とが混在する状態でポリシリコン膜が形成されると推察される。
これに対し、背景技術の欄にて説明した引用文献１の技術では、第１の工程を５３０℃で
行っているので、アモルファス半導体層は核が散在しない状態で形成されると推察される
。
【実施例】
【００３８】
　（実験例１）
　上述の装置を用いて、上述の条件、つまり成膜温度５８０℃、アニール温度６２０℃、
成膜温度からアニール温度に温度上昇させるときの反応容器内の雰囲気を水素雰囲気、ア
ニール時の反応容器内の雰囲気を水素雰囲気として、シリコン酸化膜よりなるゲート絶縁
膜６２の上面に厚さ５０ｎｍのポリシリコン膜を形成し、そのポリシリコン膜に対してＴ
ＥＭ（透過型電子顕微鏡）により、ポリシリコン膜の厚さ方向の断面を観察した。
【００３９】
　また比較例として、上述の装置を用いて、従来の条件、つまり成膜温度６２０℃にて、
ゲート絶縁膜６２をなすシリコン酸化膜の上面に厚さ５０ｎｍのポリシリコン膜を形成し
たものについても、同様にＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）により、ポリシリコン膜の厚さ方
向の断面を観察した。
【００４０】
　これらの結果を、ＴＥＭの撮影写真をトレースして、本発明方法より形成したポリシリ
コン膜については図６（ａ）に、従来の手法により形成したポリシリコン膜については図
６（ｂ）に夫々示す。この結果、本発明方法により形成したポリシリコン膜は、同じよう
な大きさの球状の微結晶粒子（球状結晶７５）の集合体として構成されており、膜の厚さ
方向にも多数の微結晶粒子が存在することが認められた。一方従来の手法により形成した
ポリシリコン膜は、図６（ｂ）中斜線で示すように、膜の厚さ方向に伸び、下側（シリコ
ン酸化膜側）よりも上側が大きい、錘状の結晶７６であることが認められた。
【００４１】
　これにより本発明方法により形成したポリシリコン膜は、球状結晶が接触する界面であ
る結晶粒界が多数存在し、後の工程においてポリシリコン膜の表面側から導電性不純物元
素が添加されたとき、ポリシリコン膜の下面に到達する前に、膜の厚さ方向に多数存在す
る結晶粒界にトラップされ、こうしてポリシリコン膜に均一に拡散されて、不純物元素の
ポリシリコン膜の突き抜けが防止されると推察される。一方従来の手法により形成したポ
リシリコン膜は、結晶が膜の厚さ方向に伸びていて、膜の下方側が極端に狭まっているの
で、膜の下方側は結晶が存在する領域が極めて少ない状態である。このため後の工程にお
いてポリシリコン膜の表面側から不純物元素がポリシリコン膜に注入できるエネルギーで
添加されると、結晶粒界が少ないかまたは無いので、不純物イオンがトラップされずにポ
リシリコン膜を突き抜けてしまうと考えられる。
【００４２】
　（実験例２）
　上述の装置を用いて、処理条件を(1)～(11)（図７，図８では丸付きで表示している）
まで変えてポリシリコン膜を形成し、そのポリシリコン膜に対してＸ線回折による結晶構
造解析及び屈折率の測定を行った。ここで(1)～(3)は比較例であって成膜処理の後にポリ
化のための熱処理を行わない例、(4)～(11)は本発明の実施例であって、５５０℃以上ア
モルファス層が得られる温度以下の温度でアモルファスシリコン膜の成膜処理を行い、次
いでアモルファスシリコン膜のポリ化処理を行う例である。
【００４３】
　各処理条件の成膜温度、アニール温度、成膜温度からアニール温度に温度上昇させると
きの雰囲気、膜厚、屈折率、Ｘ線回折の解析結果としてグレインサイズを図７に夫々示す
。ここでＸ線回折装置を用いて、比較例(3)、実施例(6)，(7)（成膜温度が５５０℃），
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実施例(9)，(10)，(11)（成膜温度が５８０℃）について、Ｓｉ（１１１）面とＳｉ（２
２０）面、Ｓｉ（３１１）面についてグレインサイズを測定することにより行い、屈折率
はＣａｌｉｂｅｒ３００を用いて測定した。また図７中比較例(1)や実施例(9)，(11)のグ
レインサイズは、２個のデータが記載されているが、左側がウエハＷの中央部、右側が周
縁部のデータを示している。なお実施例(9)のＳｉ（１１１）面のデータは、周縁部のグ
レインサイズが８．１ｎｍということである。
【００４４】
　さらにＸ線回折及び屈折率の測定結果を図７、図８に夫々示す。これによりＸ線回折の
結果、比較例(3)はＳｉ（１１１）面とＳｉ（２２０）面が存在し、実施例(6)，(7)はＳ
ｉ（１１１）面とＳｉ（２２０）面が存在するものの、比較例(3)とは大きさが異なり、
実施例(9)～(11)はＳｉ（１１１）面とＳｉ（３１１）面が存在することが認められ、比
較例(3)と、実施例(6)，(7)と、実施例(9)，(10)，(11)とは、得られるポリシリコン膜の
結晶構造が異なることが認められる。
【００４５】
　つまり比較例(3)の場合には、Ｓｉ（１１１）面の大きさが３．１～３．９ｎｍである
の対して、Ｓｉ（２２０）面の大きさが１８．８～２４．５ｎｍとかなり大きいので、こ
のデータからも膜厚の厚さ方向に伸びる錘状結晶が形成されていることが理解される。ま
た実施例(6)，(7)の場合には、Ｓｉ（１１１）面の大きさとＳｉ（２２０）面の大きさと
が、夫々１４．１μｍ、１３．６μｍと同じ程度か、またはＳｉ（１１１）面の大きさ（
１１．２μｍ）よりもＳｉ（２２０）面の大きさ（３．４μｍ）が小さいので、膜厚の厚
さ方向に伸びる錘状結晶と球状結晶とが混在した状態であることが理解される。またＳｉ
（２２０）面が存在するといっても、その大きさは比較例(3)よりもかなり小さいので、
膜の厚さ方向にも多数の錘状結晶や球状結晶が存在すると推察され、比較例(3)の結晶構
造よりも膜の厚さ方向に粒界が多くなると考えられる。
【００４６】
　さらに実施例(9)，(10)，(11)では、Ｓｉ（１１１）面とＳｉ（３１１）面の大きさが
ほぼ同じ程度であり、この大きさが５μｍ～９．８μｍ程度と小さいことからこのデータ
からも同じ程度の大きさの球状結晶が多数ランダムに積まれていることが理解される。従
ってこのようなポリシリコン膜では、球状結晶の粒界が種々の方向でランダムに多数形成
されるので、導電性不純物元素のような活性粒子が添加された場合、この不純物元素をト
ラップしやすい構造である。
【００４７】
　さらにまた屈折率のデータを図８に示すが、屈折率と結晶構造とは相関関係があり、屈
折率が４．５以上の場合にはアモルファス層、屈折率が４．２４以上４．５未満の場合は
球状結晶とアモルファス層との混在、屈折率が４．０以上４．２４未満の場合は球状結晶
、屈折率が４．０未満の場合は錘状結晶である。
【００４８】
　ここで屈折率は測定機器によってデータに誤差が生じ、精度は悪いものの、成膜温度が
５５０℃である実施例(4)～(7)は錘状結晶側に近い球状結晶の領域、成膜温度が５８０℃
である実施例(8)～(11)は球状結晶の領域（あるいは球状結晶と非晶質の混在に近い領域
）に位置しており、成膜温度によって得られるポリシリコン膜の結晶構造が異なるという
概ねの傾向は把握できる。さらにこの屈折率の結果により、比較例(1)，(2)は非晶質の領
域に位置しているので、成膜工程を終了した状態ではアモルファス状であったシリコン膜
が高温でアニールを行うことにより、結晶化されてポリ膜に変化することが理解される。
【００４９】
　このようにアモルファスシリコン膜の結晶状態と成膜工程の温度との間には相関関係が
あり、球状結晶を含むポリシリコン膜を形成するためには、５５０℃以上の温度で成膜工
程を行い、アモルファス層を形成する必要があることが認められる。また上述の実施例２
により、ポリシリコン膜を球状結晶の集合体により形成する場合には、５６０℃以上６０
０℃以下の温度で成膜工程を行うことが好ましいと考えられ、この場合には成膜工程にて
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アモルファスシリコン膜が多数の核が散在する状態で形成され、次いでポリ化工程にて前
記核が再結晶化して成長することにより、ポリシリコン膜が球状結晶の集合体により形成
されると推察される。
【００５０】
　また成膜温度が５５０℃である場合には、球状結晶と錘状結晶とが混在する状態でポリ
シリコン膜が形成されるが、この場合では成膜温度が５６０℃である場合よりも核が散在
する程度は小さいものの、アモルファスシリコン中に核が散在し、ポリ化工程では前記核
やアモルファスシリコン膜表面およびＳｉＯ2界面を起点として結晶が成長するので、こ
れにより球状結晶と錘状結晶とが混在する状態でポリシリコン膜が形成されると推察され
る。
【００５１】
　以上のように実施例２の結果から、成膜工程時に６２０℃で成膜した場合には、成膜時
にポリ化してしまうため、細粒化は起こらず、成膜工程時に球状結晶を成膜できる温度条
件、この例では５５０℃において成膜された膜をアニールすることにより得られたポリシ
リコン膜は、錘状結晶と球状結晶とを含むものであること、また成膜工程時に球状結晶と
非晶質層とを成膜できる温度条件、この例では５８０℃において成膜された膜をアニール
することにより得られたポリシリコン膜は、より結晶粒径が小さく細粒化されたものであ
ることが認められ、これにより成膜工程時の温度は５５０℃以上であってアモルファス層
が得られる温度以下の温度、好ましくは５６０℃以上６００℃以下の温度であることが必
要であり、アニール工程時の温度はアモルファスシリコン膜のポリ化が行われる温度例え
ば６１０℃以上の温度であることが必要である。
【００５２】
　以上において本発明では、成膜工程とポリ化工程を行い、例えば５０ｎｍ程度の厚さの
第１のポリシリコン膜を形成した後、この第１のポリシリコン膜の上面に例えばポリ化で
きる温度例えば６２０℃以上の温度で、シリコンを含む成膜ガスを用いて例えば１００ｎ
ｍ程度の厚さの第２のポリシリコン膜を成膜するようにしてもよい。
【００５３】
　この場合には、後の工程にて不純物元素が添加される場合、第１のポリシリコン膜によ
り不純物元素がトラップされて不純物元素の突き抜けが防止され、一方第２のポリシリコ
ン膜は、ポリ化できる温度で成膜されているので、結晶の成長速度が大きく、所定の厚さ
のポリシリコン膜を形成する場合に、第１のポリシリコン膜よりも短い時間で成膜するこ
とができる。従ってゲート電極としては例えば１００ｎｍ程度の膜厚が必要となるが、第
１のポリシリコン膜により不純物元素の突き抜けを防止し、第２のポリシリコン膜により
膜厚を確保することにより、第１のポリシリコン膜にてゲート電極の膜厚を確保する場合
に比べて、トータルの成膜時間を短縮することができる。
【００５４】
　さらに本発明では、温度上昇工程は水素雰囲気で行ってもよいし、ポリ化工程は窒素雰
囲気で行ってもよい。また本発明により形成されたポリシリコン膜に後の工程にて添加さ
れる導電性不純物として、伝導型がｐ型となる不純物としてはボロンの他にインジウム（
Ｉｎ）やアルミニウム（Ａｌ）等、伝導型がｎ型となる不純物としてはリン（Ｐ）やひ素
（Ａｓ）等を夫々用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明に係る成膜装置の一例を示す縦断断面図である。
【図２】前記成膜装置にて実施される本発明の成膜方法の工程を説明するための特性図で
ある。
【図３】本発明のポリシリコン膜が用いられるＭＯＳＦＥＴトランジスタの構造を示す斜
視図である。
【図４】本発明方法にてポリシリコン膜を形成するときの結晶の成長状態を説明するため
の断面図である。
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【図５】本発明方法にて形成されたポリシリコン膜の結晶構造と、ボロンの添加の様子を
示す斜視図である。
【図６】本発明方法にて形成されたポリシリコン膜と、従来の手法により形成されたポリ
シリコン膜をＴＥＭにより観察したときのポリシリコン膜の断面を示す図である。
【図７】本発明方法にて形成されたポリシリコン膜と、従来の手法により形成されたポリ
シリコン膜とに対して、Ｘ線回折による結晶構造解析と、屈折率の測定結果を示す特性図
である。
【図８】本発明方法にて形成されたポリシリコン膜と、従来の手法により形成されたポリ
シリコン膜の屈折率の測定結果を示す特性図である。
【図９】従来方法にてポリシリコン膜を形成するときの結晶の成長状態を説明するための
断面図である。
【図１０】従来方法にて形成されたポリシリコン膜の結晶構造と、ボロンの添加の様子を
示す斜視図である。
【図１１】特許文献１の方法にてポリシリコン膜を形成するときの結晶の成長状態を説明
するための断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
Ｗ　　　　　半導体ウエハ
２　　　　　反応容器
２５　　　　ウエハボート
３　　　　　ガス供給部
３２　　　　ガス供給管
３３　　　　成膜ガス供給源
３４　　　　不活性ガス供給源
３５　　　　水素ガス供給源
４１　　　　真空ポンプ
４４　　　　ヒータ
４５　　　　加熱炉
５　　　　　制御部
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